別紙３
取得財産等管理台帳
	区分
	名称及び
取得年月日
	形式等
	数量
	単価
（円）
	金額
（円）
	保管場所
	耐用年数

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


（注）
　１　記載の対象となる取得財産等は、取得又は効用の増加価格が１品５万円以上のものとする。
　２　数量は、同一形式等であれば一括して記載して差し支えない。ただし、単価が異なる場合は、分割して記載すること。
　３　取得年月日は、検収年月日を記載すること。
　４　耐用年数は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令に定める耐用年数を記載すること。
　５　耐用年数を経過する前に、取得財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、処分し、若しくは貸し付け、又は担保に供する場合は、市長の承認を受けること。
